
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

四

九

号

海
上
自
衛
隊
に
よ
る
民
間
船
舶
借
り
上
げ
及
び
民
間
船
員
の
予
備
自
衛
官
任
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳
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海
上
自
衛
隊
に
よ
る
民
間
船
舶
借
り
上
げ
及
び
民
間
船
員
の
予
備
自
衛
官
任
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
は
海
洋
国
家
で
あ
り
、
私
の
暮
ら
す
沖
縄
県
は
周
囲
が
海
に
囲
ま
れ
た
島
嶼
県
で
あ
る
。

我
が
国
が
海
洋
国
家
と
し
て
繁
栄
し
て
い
く
た
め
に
は
、
海
運
業
の
発
展
が
欠
か
せ
な
い
。
海
運
業
は
、
海
洋
国
家
日
本
の

未
来
を
拓
く
重
要
産
業
で
あ
る
、
と
断
じ
て
も
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
島
嶼
県
沖
縄
に
と
っ
て
、
海
は
「
命
の
母
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
隔
て
の
海
」
で
は
な
く
「
結
び
の
海
」
と
し

て
、
諸
外
国
と
の
共
存
共
栄
の
道
を
模
索
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

海
運
産
業
の
発
展
が
海
洋
国
家
日
本
の
命
運
を
握
る
中
、
船
員
を
は
じ
め
と
す
る
海
運
労
働
者
ら
の
労
働
条
件
の
向
上
及
び

安
全
・
安
心
な
職
場
環
境
の
確
保
・
拡
充
は
不
可
欠
で
あ
る
。

政
府
は
、
民
間
船
舶
船
員
（
以
下
、
民
間
船
員
と
い
う
）
を
海
上
自
衛
隊
の
予
備
自
衛
官
補
と
し
て
採
用
し
、
教
育
訓
練
を

経
た
上
で
予
備
自
衛
官
と
し
て
任
用
す
る
た
め
の
費
用
等
を
平
成
二
十
八
年
度
予
算
案
に
計
上
し
て
い
る
。

か
か
る
政
府
方
針
に
対
し
、
全
日
本
海
員
組
合
が
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日
付
で
「
民
間
船
員
を
予
備
自
衛
官
補
と
す

る
こ
と
に
断
固
反
対
す
る
声
明
」
を
発
出
し
、
次
の
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

「
政
府
が
当
事
者
の
声
を
全
く
聞
く
こ
と
な
く
、
民
間
人
で
あ
る
船
員
を
予
備
自
衛
官
補
と
し
て
活
用
で
き
る
制
度
を
創
設

一



す
る
こ
と
は
、
『
事
実
上
の
徴
用
』
に
つ
な
が
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
政
府
の
姿
勢
は
、
戦
後
わ
れ
わ

れ
が
『
戦
争
の
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
ら
な
い
』
を
合
言
葉
に
海
員
不
戦
の
誓
い
を
立
て
、
希
求
し
て
き
た
恒
久
的
平
和

を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
断
じ
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
」

私
は
、
全
日
本
海
員
組
合
の
右
声
明
を
強
く
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

民
間
船
員
を
予
備
自
衛
官
と
し
て
任
用
す
る
こ
と
は
、
先
の
太
平
洋
戦
争
に
お
い
て
民
間
船
舶
の
多
く
が
徴
用
さ
れ
、
多
数

の
船
員
が
犠
牲
に
な
っ
た
過
去
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
さ
し
く
「
事
実
上
の
徴
用
」
に
道
を
拓
く
も
の
で
あ
り
、
断
じ
て
容
認
で

き
な
い
。

全
日
本
海
員
組
合
は
じ
め
多
く
の
国
民
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
「
戦
争
に
つ
な
が
る
海
」
で
は
な
く
「
平
和
な
海
」
に
生
き

る
海
洋
国
家
日
本
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

太
平
洋
戦
争
に
徴
用
さ
れ
、
物
資
輸
送
や
兵
員
輸
送
等
に
従
事
し
た
民
間
船
舶
・
船
員
の
隻
数
と
人
数
及
び
当
該
船
舶
・

船
員
の
う
ち
戦
闘
行
為
に
巻
き
込
ま
れ
て
撃
沈
し
た
隻
数
並
び
に
犠
牲
と
な
っ
た
船
員
の
人
数
に
つ
い
て
死
者
、
負
傷
者
の

別
に
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
か
か
る
犠
牲
を
招
い
た
徴
用
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二



二

政
府
は
、
海
上
自
衛
隊
予
備
自
衛
官
を
新
た
に
養
成
す
る
べ
く
、
予
備
自
衛
官
補
と
し
て
民
間
船
員
を
採
用
す
る
た
め
の

費
用
を
平
成
二
十
八
年
度
予
算
案
に
計
上
し
て
い
る
よ
う
だ
。

か
か
る
費
用
の
科
目
（
い
わ
ゆ
る
「
目
の
区
分
」
）
及
び
金
額
並
び
に
予
備
自
衛
官
補
と
し
て
採
用
予
定
の
民
間
船
員
の

人
数
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
予
備
自
衛
官
補
が
受
け
る
教
育
訓
練
の
内
容
や
日
数
、
受
け
取
れ
る
手
当
等
処
遇
な
ど
に
つ

い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

三

大
型
の
民
間
船
舶
を
運
航
す
る
に
は
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
六
日
法
律
第
百
四

十
九
号
）
第
四
条
乃
至
第
十
六
条
に
基
づ
く
「
海
技
士
」
の
資
格
を
持
つ
船
員
が
必
要
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

①

平
成
二
十
八
年
度
に
防
衛
省
が
借
り
上
げ
（
契
約
）
予
定
の
民
間
船
舶
一
隻
を
運
航
す
る
に
あ
た
り
、
何
人
の
「
海
技

士
」
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

②

「
海
技
士
」
の
資
格
を
持
つ
海
上
自
衛
官
及
び
元
海
上
自
衛
官
で
あ
る
予
備
自
衛
官
の
人
数
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
民
間
船
員
を
予
備
自
衛
官
と
し
て
任
用
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

防
衛
省
は
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
、
新
日
本
海
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社
（
大
阪
市
）
の
「
す
ず
ら
ん
」
を
年
間
契
約

で
借
り
上
げ
、
輸
送
船
「
は
く
お
う
」
と
し
て
運
用
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
「
は
く
お
う
」
は
、
昨
年
秋
に
実

三



施
さ
れ
た
九
州
及
び
南
西
諸
島
に
お
け
る
自
衛
隊
統
合
訓
練
で
、
津
軽
海
峡
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社
の
「
ナ
ッ
チ
ャ
ン
Ｗ
ｏ
ｒ

ｌ
ｄ
」
と
と
も
に
自
衛
隊
員
や
車
両
等
の
輸
送
業
務
に
従
事
し
、
当
該
訓
練
に
あ
た
っ
て
は
両
社
の
船
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
船

舶
を
操
舵
し
た
よ
う
だ
。

①

防
衛
省
・
自
衛
隊
が
民
間
船
舶
を
借
り
上
げ
、
訓
練
等
の
目
的
で
運
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
か
。
そ
の

経
緯
及
び
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

②

防
衛
省
が
借
り
上
げ
た
過
去
三
年
分
の
民
間
船
舶
の
隻
数
及
び
契
約
額
並
び
に
平
成
二
十
八
年
度
に
借
り
上
げ
（
契

約
）
予
定
の
民
間
船
舶
の
隻
数
及
び
予
算
（
額
）
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
民
間
船
舶
を
活
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
利

点
、
生
ず
る
欠
点
等
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

概
し
て
、
雇
用
主
（
以
下
、
事
業
者
と
い
う
）
と
被
用
者
（
以
下
、
労
働
者
と
い
う
）
が
締
結
す
る
雇
用
契
約
に
お
い

て
、
労
働
者
は
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
防
衛
省
と
傭
船
契
約
を
締
結
し
た
事
業
者
側
が
労
働
者
た
る

民
間
船
員
に
対
し
、
予
備
自
衛
官
補
に
志
願
す
る
よ
う
命
じ
た
場
合
、
当
該
船
員
は
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま

れ
る
蓋
然
性
が
極
め
て
高
い
。

①

防
衛
省
が
入
札
等
を
通
じ
て
事
業
者
と
の
間
で
傭
船
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
当
該
船
員

四



の
予
備
自
衛
官
補
へ
の
志
願
を
条
件
に
付
す
よ
う
な
こ
と
は
断
じ
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。

②

事
業
者
が
防
衛
省
と
の
間
で
傭
船
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
当
該
船
員
が
予
備
自
衛
官
補
へ
の
志
願
を
拒
否
し
て

も
、
事
業
者
側
か
ら
雇
用
契
約
上
の
不
利
益
処
分
を
課
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
断
じ
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

③

防
衛
省
は
、
私
が
懸
念
す
る
右
①
及
び
②
の
事
態
を
確
実
に
防
止
す
る
た
め
の
手
立
て
（
制
度
政
策
）
を
講
じ
て
い
る

か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。
仮
に
、
何
ら
の
手
立
て
も
講
じ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
民
間
船
員
の
予
備
自
衛
官
補

採
用
に
踏
み
切
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

海
上
自
衛
隊
が
民
間
船
員
を
予
備
自
衛
官
補
と
し
て
採
用
す
る
際
、
ま
た
は
、
教
育
訓
練
を
受
け
た
後
に
予
備
自
衛
官
と

し
て
任
用
す
る
際
、
自
衛
隊
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
三
十
日
総
理
府
令
第
四
十
号
）
第
四
十
一
条
及
び
同
条
の

二
に
定
め
る
と
お
り
、
「
宣
誓
文
を
記
載
し
た
宣
誓
書
に
署
名
押
印
し
て
服
務
の
宣
誓
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の

か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

海
上
自
衛
隊
に
予
備
自
衛
官
と
し
て
任
用
さ
れ
た
民
間
船
員
が
有
事
等
で
招
集
さ
れ
、
実
際
に
予
備
自
衛
官
と
し
て
従
事

五



し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
犯
罪
等
の
服
務
規
程
違
反
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
船
員
へ
の
罰
則
は
、
事
業
者
側
と
の
雇
用
契
約

に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
「
就
業
規
則
」
に
則
っ
て
な
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
海
上
自
衛
隊
の
服
務
規
程
に
則
っ
て
な
さ
れ
る

の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


